
２ 不開港場寄港及び沿岸輸送特許 

 

船舶法第３条ただし書きの規定による不開港場寄港特許及び沿岸輸送特許に係る特許通知書交付件

数の推移は、第７～８図のとおりである。また、神戸運輸監理部が許可した沿岸輸送特許における貨

物輸送量及び旅客輸送人員の推移、不開港場寄港特許における仕向港別内訳、沿岸輸送特許における

輸送先別内訳は、第９図～第１２図のとおりである。 

 

第７図 不開港場寄港特許通知書交付件数 

 

 

 

第８図 沿岸輸送特許通知書交付件数 
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第９図 沿岸輸送特許における貨物輸送量 

 

 

 

第１０図 沿岸輸送特許における旅客輸送人員 
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第１１図 不開港場寄港特許における仕向港別内訳 

 

 

第１２図 沿岸輸送特許における輸送先別内訳 
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